
 

 

７医安第１２６９号 

令和８年３月２日 

 

関係団体の長様 

 

愛知県保健医療局長 

 

令和７年度電子版お薬手帳の活用等に向けた周知のお願いについ

て（通知） 

 

 日頃は本県の保健医療行政の推進に御理解と御協力をいただき、お礼申し上

げます。 

このことについて、令和８年２月 18 日付けで、厚生労働省医薬局総務課から

別添のとおり事務連絡がありました。 

つきましては、貴会（組合）員への周知について御配慮ください。 

 

 

 

担当 生活衛生部医薬安全課 

薬事グループ 

電話 052-954-6303（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

電子ﾒｰﾙ iyaku@pref.aichi.lg.jp 
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事 務 連 絡 

令 和 ８ 年 ２ 月 1 8 日 

 

 

   都 道 府 県 

各  保健所設置市  衛生主管部局 御中 

   特 別 区 

 

厚生労働省医薬局総務課 

 

 

令和７年度電子版お薬手帳の活用等に向けた周知のお願いについて 

（協力依頼） 

 

電子版お薬手帳については、「電子版お薬手帳ガイドラインについて」（令和５

年３月 31 日薬生総発 0331 第１号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知）

により、オンライン資格確認の普及、電子処方箋の運用開始、マイナポータルを

通じた閲覧範囲の拡大といったデジタル技術の進展を踏まえて電子版お薬手帳

に求められる役割・機能、要指導医薬品・一般用医薬品を含めた薬剤情報の一元

的な管理の重要性を整理し、「電子版お薬手帳ガイドライン」を作成し、電子版

お薬手帳の運営事業者において対応が必要と考えられる事項や、電子版お薬手

帳サービスを提供する施設における留意事項をお示ししてきたところです。 

今般、電子版お薬手帳のマイナポータルとの連携の意義・役割や活用方法を

広く周知するとともに、利活用を更に推進するため、別添のとおり、新たに広

報資材を作成しました。資材の内容について御了知いただくとともに、広報資

材について貴管下の薬局、医療機関その他貴管内の関係団体にご案内いただき

ますよう、お願い申し上げます。 

  

  



 

（参考） 

○厚生労働省 電子版お薬手帳 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/e-okusuritecho.html 
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